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古谷  靖彦 議員（日本共産党）要求資料 
 
 
 

１ 他の政令指定都市の実施状況 
２ 自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供について 
３ 自衛官募集相談員の連名委嘱について（依頼） 
４ 「神奈川自衛隊音楽まつり 2023」冊子掲載用依頼文のご依頼 
５ 『横浜地区入隊・入校予定者激励会』へのご臨席について（依頼） 
６ 陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集のために必要な募集対象者情報の 

一部の写しの閲覧について（依頼） 
７ 自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提出について（回答） 
 

   ※ 宛名シールに変更した旨を告知しない理由に関する文書はありませんでした。 
 
   
 



○他の政令指定都市の実施状況

自衛隊への募集対象者の情報
提供の実施有無

（令和５年２月時点）

提供方法
（令和４年２月時点）

提供を望まない人の
除外対応有無

（令和５年２月時点）

札幌市 有 紙媒体 有

仙台市 有 宛名シール 有

さいたま市 無

千葉市 無

川崎市 有 紙媒体 無

相模原市 有 宛名シール 有

新潟市 有 紙媒体 有

静岡市 有 宛名シール 有

浜松市 有 電子媒体（CD-R） 無

名古屋市 有 宛名シール 有

京都市 有 宛名シール 有

大阪市 有 電子媒体（CD-R） 有

堺市 有 宛名シール 有

神戸市 有
電子媒体

（ＤＶＤ-Ｒ又はＣＤ－Ｒ）
無

岡山市 有 宛名シール 有

広島市 無

北九州市 有 宛名シール 有

福岡市 有 紙媒体 有

熊本市 有 紙媒体 有

備考

さいたま市、千葉市およ
び広島市は住民基本台帳
の閲覧のみ実施。
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自衛隊法 

(都道府県等が処理する事務) 

第 97 条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関

する事務の一部を行う。 

自衛隊法施行令 

（報告又は資料の提出） 

第 120 条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又

は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

（事務の区分） 

第 162条 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事

務、～（略）～は地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とする。 

横浜市個人情報の保護に関する条例 

（利用及び提供の制限） 

第 10条 実施機関は、保有個人情報を利用目的以外の目的（以下「目的外」という。）のために、当該保有

個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を目的外のために利用し、又は提供するときは、

当該保有個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければなら

ない。 

３ 実施機関は、保有個人情報を第１項第５号に掲げる事由により目的外のために実施機関以外のものに提

供しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 実施機関は、保有個人情報を第１項第５号に掲げる事由により目的外のために利用し、又は他の実施機

関に提供したときは、その旨を審議会に報告するものとする。 



○政令指定都市の実施状況

提供方法 提供を望まない人の除外

札幌市 抽出閲覧

仙台市 抽出閲覧

さいたま市 閲覧

千葉市 閲覧

川崎市 提供（紙媒体）

横浜市 抽出閲覧

相模原市 抽出閲覧

新潟市 提供予定（電子媒体） ○

静岡市 閲覧

浜松市 提供（電子媒体)

名古屋市 提供（宛名シール）

京都市 提供（宛名シール） ○

大阪市 提供（電子媒体)

堺市 提供（宛名シール） ○

神戸市 提供（電子媒体)

岡山市 提供予定（紙媒体） ○

広島市 抽出閲覧

北九州市 抽出閲覧

福岡市 提供（紙媒体） ○

熊本市 提供（紙媒体）

備考

募集対象者情報の提供について
（令和３年１月時点）

※岡山市はR3年度から提供方法を『宛名シール』に変更予定。

資料3



 

１」 

神奈川地本第８８３号 

令和４年１０月２８日 

 

 

神奈川県 

横浜市長  殿 

 

 

 

自衛隊神奈川地方協力本部長 

（公 印 省 略） 

 

 

自衛官募集相談員の連名委嘱について（依頼） 

 
謹啓 晩秋の候 貴台におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

自衛官の募集については、平素よりご協力を賜り、お陰様をもちまして毎年優秀な

隊員を採用しているところですが、これも、貴台の防衛の重要性と自衛隊に対する深い

ご理解、ご協力の賜物であり、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、令和３年度当初、貴台と小職の連名により委嘱した自衛官募集相談員の方々に

は、志願者に関する情報の提供、地方協力本部が行う募集のための一般的及び個別的広

報に対するご協力をいただいているところでありますが、令和５年３月末をもって２年

間の任期が満了いたします。このため、令和５年４月以降新たに貴台との連名により委

嘱する必要性が生起するため、再度ご依頼する次第です。 

 貴台との連名による委嘱については、自衛官募集相談員にとって力強い支えとなるも

のと考えております。何卒、格別のご高配を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 なお、委嘱予定者につきましては、当地方協力本部横浜出張所長から別途ご連絡申し

上げます。 

 末筆となりますが、横浜市の益々のご発展と貴台のご活躍、ご健勝を祈念申し上げま

す。 

謹白 

 

 

 

 

 

 

 





令和５年１月吉日 
横浜市長 
 山中 竹春 様 

 
横浜出張所自衛官募集相談員会   会長 石井 一也 
自衛隊市ヶ尾募集相談員会     会長 松浦 正義 
自衛隊横浜上大岡募集相談員会   会長 山野井正郎 
自衛隊中央募集相談員会      会長 栗原 俊二 

 
『横浜地区入隊・入校予定者激励会』へのご臨席について（依頼） 

 
謹啓 厳冬の候、山中様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平

素より自衛隊及び自衛官募集相談員に対する深いご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し

上げます。 
さて、この度、来春自衛隊に入隊・入校予定の若人をお招きし、自衛官生活のスタートを祝

うとともに、将来の活躍を祈念・激励する企画として、横浜市内の自衛官募集相談員会主催に

よる『横浜地区入隊・入校予定者激励会』を下記のとおり開催致します。 
つきましては、『国を守る』という崇高な職業を選択し、厳しい難関を見事に突破して入隊・

入校を決意する横浜市民の若人達に対し、ご祝辞を賜りたくお願いを申し上げる次第です。 
 何かとご多忙のことと存じますが、何卒ご臨席賜りますようお願い申し上げます。 

謹言 
 

記 
 
１ 日 時 

   令和５年２月２５日（土）午前１０時００分～午前１１時３０分 
    (細部の時間及び行事等の内容につきましては、後日ご案内させて頂きます。) 
  
２ 場 所  

   神奈川県民共済生活共同組合 県民共済みらいホール 
    (横浜市中区桜木町１－１－８－２ ℡０４５－２０１－３０８０) 
   
３ 依頼内容 

   入隊・入校予定者激励会へのご臨席・ご祝辞及び記念撮影 
  
４ その他 

   連絡調整先 
   〒２３０－００５１ 
    横浜市鶴見区鶴見中央２－２－４ 鶴見ダイカンプラザ２１０号 
    自衛隊神奈川地方協力本部横浜出張所 
     横浜地区隊長 兼 所長 田中 義剛 
    ＴＥＬ／ＦＡＸ：０４５－５２１－６０２７ 



１」 

神奈川地本第３９３号 

令和５年５月１６日 

 

横 浜 市 長  殿  

 

 

                    自衛隊神奈川地方協力本部長 

（公 印 省 略） 

 

 

    陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集のために必要な 

募集対象者情報の一部の写しの閲覧について（依頼） 

 

 自衛官及び自衛官候補生の募集については、平素より御協力を賜り、お陰様をも

ちまして毎年優秀な隊員を採用しているところです。これも関係各位の防衛の重要

性と自衛隊に対する深い御理解、御協力の賜であり、厚く御礼を申し上げます。 

さて、神奈川地方協力本部では、昨今の厳しさを増す募集環境の中、１名でも多

くの入隊者を確保するため、募集活動を鋭意実施しております。貴職におかれまして

は、自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１５条、第１１９条及び第１

２０条の規定に基づく各種ご協力をいただいているところではありますが、更なる募

集強化を目的とし、自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２９条第１項及び第３

５条に基づき、陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集のために必要な募集対象

者情報の一部の写しの閲覧について、下記のとおり依頼いたしますので、よろしくお

取り計らいをお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 依頼内容 

陸上自衛隊高等工科学校の生徒の募集対象者である出生の年月日が平成２０年 

４月２日から平成２１年４月１日までの男子（日本人住民に限る。）の保護者 

（親権を行う者又は未成年後見人をいう。）に係る募集対象者情報に関する資料 

の閲覧（募集対象者及び同保護者以外の情報を含まないもの。） 

２ 利用目的 

陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務に利用するため 

３ 根拠法令 

  自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２９条第１項及び第３５条 

 

なお、閲覧させていただいた陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集のため

に必要な募集対象者情報につきましては、法令に基づき適正に管理いたします。 

今後とも、自衛官等又は学生等に関する募集事務の円滑かつ適切な実施につい 

て、御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 



市 区 第 3 5 6 号 

令和５年２月28日 

 

自衛隊神奈川地方協力本部長 

横 浜 市 長 

（公印省略）  

 

自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提出について（回答） 

 

 令和５年２月 16日神奈川地本第 117号で依頼のありました標記の件につきまして、      

紙媒体（宛名ラベル）にて提出させていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   担当 市民局区政支援部区連絡調整課 小林  

                        電話 045‐671‐2067  

ﾌｧｸｽ 045‐664‐5295  

電子メール sh-kuren@city.yokohama.lg.jp 

mailto:sh-kuren@city.yokohama.lg.jp
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